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4 月 定 例 教 育 委 員 会 報 告  

 

１ 開催日時 

平成３１年４月２４日(水) １３：３０～１４：３５ 

 

２ 出席者 

 委 員 佐古 順子 

渡邊 敬 

     村川 一恵 

     中嶋 剛 

 教育長 遠藤 雅己 

 事務局 

  教育政策監   丸山 克彦    教育次長      吉村 武史 

  教育総務課長  三岳 和裕 

教育総務課参事（学校給食センター所長）        畑田 憲一 

  学校教育課長  橋口 智秀    学校教育課参事   高木 修 

  社会教育課長  喜々津 武利   図書館長      鈴川 章子 

  社会教育課参事（新図書館整備室長）          松山 敬之 

  文化振興課長  大野 安生    文化振興課参事   今村 明 

教育総務課課長補佐 深江 美穂 

３ 議事 

《議 案》 

  第１８号議案 専決処分の承認について 

  第１９号議案 大村市社会教育委員の委嘱について 

  第２０号議案 大村市公民館運営審議会委員の委嘱について 

《協議・報告事項》 

  なし 
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４ 議事録 

教育長 

皆さんこんにちは、 

ただ今から平成３１年４月教育委員会定例会を開催します。 

嶋崎委員から欠席の連絡があっております。また、渡邊委員から遅

刻の連絡が入っております。 

本日の会議は、定足数に達しておりますので、会を開催したいと思

います。 

年度初めでございますので、会議に先立ちまして、委員の皆様にお

諮りします。 

今年度の職務代理者についてどなたかいらっしゃらないでしょう

か。自薦他薦問いませんので、お願いできたらと思います。 

なお、参考までに昨年度は佐古委員にお願いしておりました。 

２年ぐらいされているんでしょうか。 

佐古委員 
今年で委員の期間が終わりますので。どなたかほかの方にお願いで

きませんか。中嶋委員どうですか。 

教育長 変わり目の時にまたお願いすればいいのではないでしょうか。 

教育総務課長 

前回、職務代理者の永田委員は年度途中の任期だったのですが、そ

の際はそこまで永田委員にお願いしたという経緯はあります。そこ

で、佐古委員に変わっていただいたという経緯はあります。 

教育長  永田委員の時はそのようなことだったのですね。 

教育総務課長  はい。永田委員の時は任期途中でありましたが。 

佐古委員  今年で終わりですので。 

中嶋委員  終わりまでどうですか。 

教育長  ご意見があられるかたはおられませんか。 

中嶋委員  終わりまでいいと思います。 

教育長 
 特別、今年参加しないといけないものはありますか？遠くまで行か

ないといけないこととかありますか。 

教育総務課長  今年は特にありません。 

教育長 
 継続して佐古委員にお願いしたいということですので、よろしくお

願いいたします。 

全委員  お願いします。 

教育長 
 それでは、佐古委員に職務代理者をお願いします。承認したいと思

います。よろしくお願いいたします。 

教育長 

 次に会議録署名人について、どなたかいらっしゃらないでしょう

か。 

ないようであれば、事務局案の提示をお願いします。 

教育総務課長 
 現在、渡邊委員と佐古委員にお願いしておりますが、よろしければ

引き続きお願いしたいと考えております。 

教育長 
 年度いっぱいですね。事務局案としては引き続き、渡邊委員と佐古

委員のお願いしたいということでございます。よろしいでしょうか。 

全委員  はい。 

教育長  それでは事務局案で、承認したいと思います。 

教育長  平成３１年度の役割分担はどのようになっていますか。 

教育総務課長  参考として、教委連の理事が渡邊委員、工場設置審議会が佐古委
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員、民生委員推薦会が村川委員ということでお願いしたいと思ってい

ます。 

教育長 

 それでは役割分担について、渡邊委員が教委連理事、佐古委員に工

場設置審議会、村川委員に民生委員推薦会をお願いしたいと思いま

す。 

全委員 はい。 

教育長 
続きまして、前回会議録の承認を議題といたします。原案のとおり

会議録を承認することとしてよろしいでしょうか。 

全委員 はい。 

教育長 

ご異議ありませんので、承認することとします。 

議事日程２、教育長報告を行います。 

４月に入りましてからの報告を行いたいと思いますけれども、４月

１日の月曜日に中心市街地複合ビルのオープンがありました。これに

つきましては、ご存知のとおり医師会等の事務局も入りまして、ウエ

スレヤンの日本語学校が入居します。生徒は９月１０月に新入生を迎

えるということで、まだ留学生はきていません。それから４月５日学

友会の歓送迎会にはご出席いただき、本当にありがとうございまし

た。４月６日は中嶋委員いらっしゃいますけれども、大村市退職校長

会定期総会が開催されまして、盛会裏のうちに終了したところでござ

います。４月８日月曜日が市内の高校の入学式に手分けをして参加し

て参りました。これは特別支援学校も含めて全て回ったところです。

私は初めて城南高校の入学式に参加いたしました。４月９日火曜日

は、向陽高校の入学式に行ってまいりました。最高顧問の神田川先生

の挨拶も聞きましたけれども、非常にユニークな挨拶をされまして、

会が和やかになったところでございます。身体がご不自由なようで、

お年をとられたなと思ってみておりました。向陽高校は初めて行きま

したが、関係者の方々に挨拶をしてきたところでございます。私立も

公立も同じ子どもたちで、大村の子は大村で育てるという合言葉をも

っておりますので、我々教育委員会も支援していきたいと考えており

ます。それから、４月１４日日曜日ですが、第９２回三鈴運動会、雨

の中でしたけれども、日本一早い運動会が開催されております。我々

教育委員会のほうからも出向いて参りました。４月１７日は教委連の

理事会がございまして、渡邊委員と私とで出席して、いろいろ話を聞

かせてもらいました。それから４月２０日が大村市子ども会育成連合

会定期総会、表彰式も兼ねてありました。会長から子ども会の加入率

が県内最低であるというふうなことで何とかしないといけないという

お話がありました。我々教育委員会も全力で加入については取り組ん

でいきたいと述べたところです。昨日、２３日は天正遣欧少年使節ゆ

かりの地首長会議ということで、４少年の出身地である市町が集まり

ました。市長、町長、各教育長が集まりまして、夜遅くまで色々な話

があったところです。日本遺産になってもならなくても、この活動は

続けていきたい、繋がりを持っていきたいということで、閉会したと

ころでございます。今年の５月ぐらいに、日本遺産申請が発表になる

と聞いておりますけれども、ちょっと厳しいのではないかというふう

なことでございました。あくまでも観光目的のものが多いということ

で、もう少し色付けをしてもらいたいということを聞いております。 
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以上で教育長報告を終了いたします。 

各委員から何か報告はありませんか。 

教育長 
それでは議事日程３、第１８号議案を議題とします。事務局の説明

を求めます。 

教育総務課長 

第１８号議案でございます。議案をご覧ください。第１８号議案専

決処分の承認についてでございます。 

長崎県立長崎図書館職員に対しての平成３１年４月１日付け併任発

令について、大村市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条の

規定により、別紙、次のページになりますが、専決処分書のとおり、

専決処分したので委員会の承認を求めるものでございます。 

ミライＯＮ図書館については、現在、１０月５日のオープンに向

け、県と共に準備をすすめており、県と市が連携して行う業務を円滑

に処理するため、平成３１年４月１日付けで長崎県立長崎図書館の職

員に対し、併任発令を行ったものでございます。 

以上でございます。ご承認方よろしくお願いいたします。 

教育長 第１８号議案について、ご質問ありませんか 

中嶋委員 
併任ということですけれども、もう少しわかりやすく説明をお願い

します。 

教育総務課長 

県立図書館の職員、３枚目に辞令簿をつけておりますが、１８名の

県の職員がミライＯＮ図書館の中に在籍することになります。この職

員に対して大村市の職員として身分を併せ持つという形で、この辞令

簿にあるように大村市教育委員会職員に併任するという辞令を出しま

して、県と市が一体となって業務を行っていくと。そのために併任の

発令をするということでございます。 

中嶋委員 なるほど。 

教育総務課長 
逆にですね、大村市の職員に対しても、県から併任発令がされると

いうことであります。 

中嶋委員 わかりました。 

教育長 
よろしいでしょうか。ということで、どういうことが出来るように

なるのでしょうか。 

新図書館整備

室長 

今の例で申しますと、両館の職員が連携して業務を行うものですか

ら、例えばカウンター業務でも本を貸出しする場合、県の財産である

県の本、市の財産である市の本、それをお互いに両方の職員が扱える

ようにするという目的がございます。他にも連携して協力する事務も

ございますので、それも意識しないでお互い協力してやっていくとそ

ういう目的で併任の発令をしているところでございます。以上です。 

教育長 
ありがとうございます。ミライＯＮ図書館として、県市を越えて連

携してやっていくということですね。 

新図書館整備

室長 

 はい。 

教育長 参考までに、職員は何人併任になるのですか。 

新図書館整備

室長 

県は１８人、市は９人です。 

教育長 多いのですね。倍の人数ですね。 
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他にご質問ありませんか。 

それでは質疑を終結します。ご意見等ございませんか。 

中嶋委員 
県の職員の１８人の方々は、大村市のミライＯＮ図書館に常駐する

わけですね？ 

新図書館整備

室長 

常駐して、事務室も一緒のところにおります。 

中嶋委員 はい。わかりました。 

教育長 ４月１日から館長以下全員入っているのですね？ 

新図書館整備

室長 

はい。そうです。 

教育長 

 

それでは意見を終結いたします。採決します。 

第１８号議案について、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

全委員 はい。 

教育長 

ありがとうございました。ご異議ありませんので、原案のとおり決

定することといたします。 

次に第１９号議案を議題とします。事務局の説明を求めます。 

社会教育課長 

第１９号議案大村市社会教育委員の委嘱についてでございます。社

会教育法第１５条第２項の規定により大村市社会教育委員の委嘱につ

いて、教育委員会の審議を求めるものでございます。 

委員の氏名等は記載のとおりでございます。今回、学校教育関係者

で大村市校長会から推薦をいただいている、大村小学校校長の丹野平

三委員から退任の申し出がありましたので、その後任として新たに校

長会から推薦をしていただきました放虎原小学校校長の香田公裕氏を

委員として委嘱するものでございます。委員の任期は大村市社会教育

委員条例第２条第４項の規定により、欠員が生じた場合の委員の任期

は前任者の残任期間とされているため、平成３１年４月２５日から令

和元年５月２３日までとなっております。 

以上が、大村市社会教育委員の委嘱についての説明でございます。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

教育長 
ただ今、説明がありましたけれども、第１９号議案についてご質問

ありませんか。 

中嶋委員 
１か月ちょっとで前任者の任期を務めるわけですが、その後５月２

４日からは新たに校長の中から選ぶということですか？ 

社会教育課長 

次回、５月１５日の定例教育委員会におきましては、交代を予定さ

れている委員の方々もいらっしゃいますので、まとめて委員の委嘱に

ついてあげさせていただきたいと思っています。 

教育長 
社会教育委員については、また５月２４日からスタートするわけで

すね。残任期間を香田校長に務めていただくというわけですね。 

社会教育課長 はい。 

教育長 他にご質問等ございませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 それでは質疑を終結いたします。ご意見等ございませんか。 
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教育長 
採決します。第１９号議案について、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

全委員 はい。 

教育長 

ご異議ありませんので、原案のとおり決定することといたします。 

引き続き、第２０号議案を議題とします。事務局の説明を求めま

す。 

社会教育課長 

第２０号議案大村市公民館運営審議会委員の委嘱についてでござい

ます。社会教育法第３０条第１項の規定により大村市公民館運営審議

会委員の委嘱について、教育委員会の審議を求めるものでございま

す。 

委員の氏名等は記載のとおりでございます。今回、学校教育関係者

として委嘱しております鈴田小学校校長の石司貴弘委員が退任されま

したので、後任として校長会の推薦による萱瀬小学校校長の岩永純代

氏を委員として委嘱するため、審議を求めるものでございます。委員

の任期は大村市公民館条例第４条第５項の規定により、前任委員の残

任期間となっております。平成３１年４月２５日から令和２年５月３

１日までとなっております。 

以上が、大村市公民館運営審議会委員の委嘱についての説明でござ

います。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

教育長 
ただ今、第２０号議案について説明がありましたけれども、ご質問

等ございませんか。 

中嶋委員 
岩永純代校長は今年で終わり、３月３１日で終わると。そうした場

合に、退職してからもこの期間は続けるということになりますか。 

社会教育課長 
その後につきましては、再度校長会からご推薦していただき、その

段階で委嘱することになるかと思います。 

中嶋委員 わかりました。 

教育長 
他の委員さんについてはどうなっていますか。４月１日からになっ

ているのですか？ 

社会教育課長 ６月１日からの任期となっております。 

教育長 

事務局から説明がありましたように３月３１日以降についてはまた

別の方を校長会からご推薦いただくということになります。 

他にご質問等ございませんか。第２０号議案です。 

教育長 
ご質問がなければ、質疑を終結したいと思います。 

ご意見ありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 

それでは、意見を終結したいと思います。 

採決します。第２０号議案について、原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。 

全教育委員 はい。 

教育長 ご異議ありませんので、原案のとおり決定することとします。 

 

◎自由討論 

  村川委員から事故報告についての質問があった。 
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  渡邊委員から１０連休の体制や部活動等についての質問があった。 

  中嶋委員から学校のエアコンの運用開始等についての質問があった。 

  渡邊委員から新元号の取扱いについての質問があった。 

   

◎協議報告事項 

  なし。 

   

  定例教育委員会開催の確認 

５月定例教育委員会  ５月１５日（水） １３時３０分から 

 

教育長 
これをもちまして平成３１年４月教育委員会定例会を終了します。 

１４：３５ 

 


